
「地域の課題解決」や「地域の活性化」のために市民が主体的に取り組む活

動を応援する地域活動交付金を活用して、あなたもまちづくりのための

地域活動に挑戦しませんか？

募集
期間

【お問い合わせ】

鳳来中部自治振興事務所（鳳来総合支所内）

電 話／０５３６-２２-９９３２ Ｆ Ａ Ｘ／０５３６-３２-１１７０

E-mail／hourai-jichi@city.shinshiro.lg.jp

令和４年度 鳳来中部地域自治区

「地域活動交付金」事前相談受付中!!

交付
金額

今年度の地域活動交付金追加募集の上限額は１事業あたり３０万円です。

地域活動交付金はこんな活動に利用できます!!

①景観づくりや環境保全

不法投棄防止活動、地域の美化

活動、花壇の整備など

②安心安全な地域づくり

交通安全マップの作成、啓発活

動、教室の開催など

③伝統、文化の継承

歴史資源の保存整備、伝統行事

継承のための資材購入など

④こどもの健全育成

子育て支援行事の開催、世代間

交流事業の開催など

⑤保健、医療福祉の向上

健康づくり講座の開催、高齢者

の生活支援活動など

⑦地域活動の拠点整備

集会施設の備品購入、日よけ、

いす等の整備設置など

⑥特性を活かした活性化

ボランティアガイドの活動、移

住定住のための交流会など

活動の目的が①から⑦に該当するものが

地域活動交付金の対象事業となります。
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